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に関する評価（見込評価）実施要領（案） 
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  本実施要領は、三重県公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）が行う公立大学法人三

重県立看護大学（以下「法人」という。）の中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標期間における業

務の実績に関する評価（以下「見込評価」という。）の実施について必要な事項を定める。 

 

１ 見込評価の目的 

  見込評価は、中期目標期間の最後の事業年度の前事業年度に、評価委員会において、中期目標の達成

状況を調査、分析し、その結果をふまえ、当該中期目標期間終了時に見込まれる業務実績を評価するこ

とにより、中期目標、中期計画の達成につなげるとともに、次期中期目標・中期計画の策定、法人の組

織・業務の見直し、予算要求等に適切に反映させることを目的とする。 

  

２ 評価の方法 

 (1) 見込評価は、「項目別評価」と「全体評価」により行う。 

 (2) 「項目別評価」は、中期目標の記載項目（大項目）ごとに法人が自己点検・自己評価を行い、これ

をもとに、評価委員会において検証・評価を行う。 

 (3) 見込評価においては、教育研究に関する項目についても、自己評価及び評価委員会の評価の対象と

する。 

 (4) 評価委員会は教育研究に関する項目の評価にあたって、認証評価機関の評価をふまえて評価を行う。 

 (5) 「全体評価」は、「項目別評価」の結果をふまえつつ、中期目標の目標期間終了時に見込まれる達

成状況について、総合的に評価する。 

  (6)  評価委員会が評価結果を決定する際には、評価（案）を法人に示すとともに、評価（案）に対す

る法人からの意見申し出の機会を設ける。 

   

３ 項目別評価の具体的方法 

 (1) 法人による自己評価 

  法人は、業務実績報告書において、中期計画に記載されている小項目ごとに、実施状況等を記載

する。また、各小項目の実施状況等のほか、各年度における業務実績の評価結果又は進捗状況の確

認結果をふまえ、中期目標の大項目ごとに目標期間終了時に見込まれる達成状況をＳ～Ｄの５段階

で自己評価する。     

なお、自己評価にあたっては、その根拠を記述するとともに、重点的な取組及び特筆すべき取組、

今後の課題について簡潔に記述する。 

    評価の際に参考となる資料があれば、必要に応じて添付するものとする。 

 

 (2) 評価委員会による法人の自己評価の検証・評価及び大項目の評価 

  評価委員会は、法人の自己評価や重点的な取組及び特筆すべき取組等の記載内容のほか、各小項

目の実施状況やこれまでの評価結果をふまえ、中期目標の目標期間終了時に見込まれる達成状況に

ついて、大項目ごとにＳ～Ｄの５段階で評価するとともに、法人による自己評価と評価が異なる場

合は、その判断理由を示す。また、特筆すべき取組や改善を期待する取組等、必要に応じて大項目

ごとにコメントを付す。 

なお、評価にあたっては、Ｓ～Ｄの５段階評価の基準を目安とするが、最終的な決定は評価委員会

の総合的な判断に拠るものとする。 

 

 評 価 基 準 

Ｓ 中期目標の達成状況が非常に優れている 

資料６ 



 

 

（評価委員会が特に認める場合） 

Ａ 
中期目標の達成状況が良好である 

（中期計画の小項目の内容を全て達成している） 

Ｂ 
中期目標の達成状況が概ね良好である 

（中期計画の小項目の内容の達成状況が９割以上である） 

Ｃ 
中期目標の達成状況が不十分である 

（中期計画の小項目の内容の達成状況が９割未満である） 

Ｄ 
中期目標の達成のためには重大な改善事項がある 

（評価委員会が特に認める場合） 

  

 (3) 大項目の区分 

   大項目は以下のとおり区分する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 全体評価 

  評価委員会は、項目別評価の結果をふまえ、事業の実施状況、業務の運営状況など、中期目標の目標

期間終了時に見込まれる達成状況について、記述式により総合的に評価を行う。なお、優れた点、改善

すべき点については分かりやすく記載する。 

 

５ 評価結果 

 (1) 評価結果は、法人に通知する。 

 (2) 評価委員会は、必要があると認める時は、法人に対して業務運営の改善その他の勧告を行う。 

 (3) 評価委員会は、前２項における内容を知事に報告するとともに、公表する。 

Ⅰ  大学の教育

研究の向上に

関する項目 

１ 教育に関する項目 教育研究の特性に

配慮すべき項目 ２ 研究に関する項目 

Ⅱ 社会・地域貢献に関する項目 

教育研究の特性に

配慮すべき項目以

外の項目 

Ⅲ 大学運営に係る環境整備に関する項目 

Ⅳ 的確な業務運営の実施および業務改善に関する項目 

Ⅴ 財務内容の改善に関する項目 

Ⅵ 大学教育の質保証および情報の公開・発信に関する項目 


